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美浜発電所第３号機の一部使用承認について 

 

２０１９年１１月２９日付け関原発第３８１号をもって申請がありました上記の件につ

いては、原子力発電工作物の保安に関する命令第１８条第３号の規定に基づき、下記のと

おり承認します。 

 

記 

 

１．対象設備 

使用承認申請書（２０１９年１１月２９日付け関原発第３８１号）の「使用しようと

する原子力発電工作物の概要」の欄に記載のとおり 

       

２．使用期間 

自：２０２０年 １月１０日 

至：平成２８年１０月７日付け関原発第２７８号をもって届出があった原子力発電工

作物に対する電気事業法第４９条第１項の使用前検査の合格日 

  



 

３．使用の方法 

美浜発電所第３号機の炉内構造物取替工事に伴い発生する旧炉内構造物及び旧炉内構造

物関連設備他廃棄物を保管するため、３号機設備のうち第１号機及び第２号機と共用して

いるＢ蒸気発生器保管庫（１・２・３号機共用）を使用する必要があり、一部工事が完了

したＢ蒸気発生器保管庫（１・２・３号機共用）を平成２８年１０月７日付け関原発第２

７８号をもって届け出た原子力発電工作物に対する、電気事業法第４９条第１項に定めら

れる使用前検査の合格日まで使用する。 

なお、使用にあたっては原子炉施設保安規定に基づき使用する。 

 


